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監 査 公 表 第 １ ４ 号
平 成 2 8年 ３ 月 2 9日 監 査 公 表 第 ６ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 2 2年 法 律 第 6 7号 ） 第 1 9 9条 第 1 2項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 2 8年 ８ 月 1 9日
福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 家 惣 一 郎

2 8 財 第 5 1 0 号
平 成 2 8年 ５ 月 2 6日

福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 2 8年 ３ 月 1 8日 付 け 2 7福 監 第 2 9 4号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 1 9 9条 第 1 2項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

１ 監 査 対 象 機 関 大 笹 生 学 園
監 査 対 象 年 度 平 成 2 6年 度 、 平 成 2 7年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 2 8年 ３ 月 1 6日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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歳 入 予 算 科 目 に 適 正 を 欠 い て い る も の 歳 入 予 算 科 目 に つ い て は 、 平 成 2 8年 ３
が あ る 。 月 1 4日 に 科 目 更 正 を 行 い 、 適 正 な 予 算 科
「 事 実 」 目 で 収 入 し ま し た 。
本 庁 と の 連 携 が 不 十 分 で あ っ た た め 、 今 後 は 、 本 庁 と 連 携 を 十 分 に 図 り な が

次 の 歳 入 科 目 に 誤 り が あ る 。 ら 、 歳 入 科 目 を 確 認 す る な ど 、 適 正 な 事
１ 本 館 及 び 多 目 的 ホ ー ル へ の 太 陽 光 発 務 処 理 を 行 う よ う 努 め て ま い り ま す 。
電 設 備 設 置 使 用 料

（ 正 ） （ 誤 ）
（ 款 ） 使 用 料 及 び 手 数 料 諸 収 入
（ 項 ） 使 用 料 雑 入
（ 目 ） 行 政 財 産 使 用 料 雑 入
（ 節 ） 建 物 使 用 料 雑 入
２ 旧 園 舎 厨 房 器 具 の 売 払 収 入

（ 正 ） （ 誤 ）
（ 款 ） 財 産 収 入 諸 収 入
（ 項 ） 財 産 売 払 収 入 雑 入
（ 目 ） 物 品 売 払 収 入 雑 入
（ 節 ） そ の 他 物 品 売 払 代 金 雑 入
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
歳 入 の 受 入 に 当 た っ て は 、 本 庁 と 連 携

を 十 分 図 り 歳 入 科 目 を 確 認 の 上 、 適 正 な
事 務 処 理 を 行 う こ と 。
な お 、 平 成 2 7年 度 分 太 陽 光 発 電 設 備 設

置使用料についても、職員調査日現在誤っ
た 科 目 で 収 入 事 務 が な さ れ て い る の で 、
是 正 を 図 る こ と 。

「 指 摘 事 項 」 未 納 者 １ 名 に つ い て は 、 平 成 2 8年 ２ 月
収 入 未 済 と な っ て い る 大 笹 生 学 園 使 用 2 5日 に 本 園 で 面 談 を 実 施 し 、 債 務 承 認 書

料 に つ い て 、 債 権 の 保 全 管 理 ・ 回 収 に 著 へ の 押 印 及 び 督 促 を 行 い ま し た 。
し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 そ の 他 の 未 納 者 ６ 名 に つ い て は 、 滞 納
「 事 実 」 者 カ ー ド 整 理 の た め 状 況 確 認 を し て い ま
大 笹 生 学 園 使 用 料 に つ い て 、 監 査 対 象 す 。

期 間 末 日 （ 平 成 2 7年 1 2月 3 1日 ） 現 在 で 、 今 後 は 、 滞 納 者 カ ー ド 整 理 の 徹 底 や 未
過 年 度 （ 平 成 1 9年 度 ～ 平 成 2 5年 度 ） 分 収 納 者 の 面 談 を 進 め 、 適 切 な 債 権 管 理 と 計
入 未 済 が 93件 722 , 2 04円 あ る が 、 督 促 、 納 画 的 な 徴 収 活 動 を 行 い 、 収 入 未 済 額 の 縮
付 交 渉 等 徴 収 事 務 を 実 施 し て い な い 。 ま 減 に 努 め て ま い り ま す 。
た 、 前 回 監 査 に お い て 指 導 事 項 と さ れ た な お 、 面 談 結 果 や 債 務 の 状 況 か ら 、 生
に も か か わ ら ず 、 滞 納 者 カ ー ド に 過 去 に 活 困 窮 等 で 支 払 が 困 難 と 認 め ら れ る 未 納
実 施 し た 徴 収 事 務 に つ い て の 記 録 が 整 理 者 に つ い て は 、 本 庁 と 協 議 し な が ら 、 今
さ れ て い な い 。 年 度 内 に 不 納 欠 損 の 手 続 を 進 め て ま い り
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」 ま す 。
収 入 未 済 金 に つ い て は 、 関 係 規 程 に 基

づ き 債 権 管 理 を 適 切 に 行 う と と も に 、 計
画 的 な 徴 収 活 動 を 行 い 収 入 未 済 額 の 縮 減
を 図 る こ と 。

２ 監 査 対 象 機 関 農 業 総 合 セ ン タ ー
監 査 対 象 年 度 平 成 2 6年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 2 8年 ２ 月 ３ 日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
超 過 勤 務 手 当 の 支 給 に つ い て 著 し く 適 超 過 勤 務 手 当 の 支 給 に つ い て 、 関 係 書

切 で な い も の が あ る 。 類 を 突 合 再 点 検 し 、 追 給 及 び 返 納 手 続 を
「 事 実 」 行 い ま し た 。
週 休 日 に 出 張 し た に も か か わ ら ず 超 過 ま た 、 再 発 防 止 を 徹 底 す る た め 、 超 過

───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
勤 務 手 当 の 申 請 漏 れ に よ り 、 支 給 さ れ て 勤 務 手 当 の 制 度 及 び 手 続 に つ い て 、 所 内
いない超過勤務手当が６件（ 94 ,315円） 、 会 議 等 で 全 職 員 に 周 知 す る と と も に 、 週
私 有 車 の 時 間 外 運 転 時 間 か ら 通 勤 時 間 を 休 日 の 当 番 表 を 作 成 し て 全 職 員 が 管 理 ・
控 除 せ ず 、 超 過 勤 務 手 当 の 過 支 給 と な っ 閲 覧 で き る よ う に す る こ と で 、 職 員 と 部
て い る も の が ４ 件 （ 1 2 , 2 0 4円 ） あ る 。 室 長 の 双 方 が 週 休 日 等 を 確 認 し て 、 申 請
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」 と 決 裁 を 行 う 体 制 を 確 立 し ま し た 。
超 過 勤 務 手 当 の 支 給 に 当 た っ て は 、 今 後 は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 な 事 務

チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 関 係 規 処 理 を 行 う よ う 努 め て ま い り ま す 。
程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ５ 号
平 成 2 8年 ３ 月 2 9日 監 査 公 表 第 ７ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 2 2年 法 律 第 6 7号 ） 第 1 9 9条 第 1 2項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 2 8年 ８ 月 1 9日
福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 家 惣 一 郎

2 8 財 第 5 0 4 号
平 成 2 8年 ５ 月 2 6日

福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印

定 期 監 査 （ 技 術 監 査 ） に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）
平 成 2 8年 ３ 月 1 8日 付 け 2 7福 監 第 2 9 5号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と

お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 1 9 9条 第 1 2項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 ）

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
１ 監 査 対 象 機 関 県 北 建 設 事 務 所

監 査 対 象 年 度 平 成 2 7年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 2 8年 ３ 月 1 6日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
対 象 工 事 名 ： 復 興 公 営 住 宅 整 備 工 事 工 事 の 積 算 誤 り に つ い て は 、 造 成 と 建

（ 二 本 松 市 表 地 区 ） 築 の 内 容 を 十 分 考 慮 し て 、 設 計 変 更 に よ
工 事 の 積 算 に 適 切 で な い も の が あ る 。 り 対 応 い た し ま す 。

「 事 実 」 今 後 は 、 本 庁 建 築 住 宅 課 と 連 携 を 図 り
工 事 の 積 算 に 誤 り が あ っ た た め 、 設 計 な が ら チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 、 関 係 規 程

額 が 過 大 と な っ て い る 。 に基づき適正な執行に努めてまいります。
正 設 計 額 1 , 0 9 2 , 9 6 7 , 5 6 0円
誤 設 計 額 1 , 1 0 4 , 8 0 3 , 2 8 0円
差 額 11 , 8 3 5 , 7 2 0円

（ 内 訳 ）
過 大 設 計 額 12 , 1 3 6 , 9 3 2円
過 小 設 計 額 301 , 2 1 2円
⑴ 造 成 工 事 （ 土 木 工 事 ） 及 び 基 礎 工
事（建築工事）の設計不整合により、
土 工 数 量 算 定 の 積 算 が 過 大 と な っ て
い る 。

⑵ コ ン ク リ ー ト の 数 量 算 定 な ど の 誤
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
りにより、積算が過大となっている。

⑶ 型 枠 運 搬 費 の 未 計 上 な ど の 誤 り に
よ り 、 積 算 が 過 小 と な っ て い る 。

「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
工 事 の 設 計 積 算 に 当 た っ て は 、 関 係 規

程 に 基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 チ ェ ッ
ク 体 制 の 強 化 に 努 め る こ と 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ６ 号
平 成 2 8年 ３ 月 2 9日 監 査 公 表 第 ６ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 2 2年 法 律 第 6 7号 ） 第 1 9 9条 第 1 2項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 2 8年 ８ 月 19日
福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 家 惣 一 郎

2 8 教 財 第 3 8 4 号
平 成 2 8年 ５ 月 3 1日

福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 鈴 木 淳 一 □印
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 2 8年 ３ 月 1 8日 付 け 2 7福 監 第 2 9 4号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 1 9 9条 第 1 2項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

１ 監 査 対 象 機 関 安 達 高 等 学 校
監 査 対 象 年 度 平 成 2 6年 度 、 平 成 2 7年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 2 8年 ２ 月 ８ 日

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
職 員 手 当 の 支 給 に 適 正 を 欠 い て い る も 消 滅 時 効 に な ら な い ５ 年 分 の 扶 養 手 当

の が あ る 。 及 び 期 末 手 当 の 過 支 給 額 7 82 , 6 0 0円 につい
「 事 実 」 て、平成 28年２月 17日に収入調定を行い、
教 員 Ａ の 配 偶 者 に つ い て 、 事 業 所 得 の 平 成 2 8年 ２ 月 2 5日 に 収 納 し ま し た 。

確 認 が 不 十 分 で あ っ た た め 要 件 を 欠 い て 今 後 は 、 扶 養 手 当 の 認 定 に か か る 基 準
い る に も 関 わ ら ず 扶 養 親 族 に 認 定 し て お 等 を 正 し く 理 解 す る と と も に 、 定 期 的 に
り 、 平 成 2 6年 ４ 月 か ら 平 成 2 7年 ３ 月 ま で 手当の認定要件の確認を行うなど、チェッ
の 扶 養 手 当 及 び 期 末 手 当 、 合 計 189 , 1 5 0円 ク 体 制 を 強 化 し 再 発 防 止 に 努 め て ま い り
が 過 支 給 と な っ て い る 。 ま す 。
過 支 給 額 扶 養 手 当 1 5 6 , 0 0 0円

期 末 手 当 3 3 , 1 5 0円
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
職 員 手 当 に 係 る 事 務 に 当 た っ て は 、 関

係 条 例 等 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。
な お 、 平 成 2 5年 度 以 前 の 手 当 に も 過 支

給があることから、適切に措置すること 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ７ 号

�
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平 成 2 8年 ３ 月 2 9日 監 査 公 表 第 1 1号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 2 2年 法 律 第 6 7号 ） 第 1 9 9条 第 1 2項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 2 8年 ８ 月 1 9日
福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 家 惣 一 郎

2 8 財 第 5 6 2 号
平 成 2 8年 ５ 月 3 1日

福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印
平 成 2 7年 度 行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 2 8年 ３ 月 1 8日 付 け 2 7福 監 第 2 9 9号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 1 9 9条 第 1 2項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

１ 監 査 対 象
法 令 等 に 基 づ き 県 が 行 う 団 体 等 に 対 す る 検 査 等 に つ い て

２ 所 見 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

監 査 委 員 所 見 措 置 状 況

第 ３ 監 査 委 員 意 見
１ 検査等の実施要綱、検査基準、マニュ
ア ル 等 の 整 備 に つ い て
⑴ 判 断 、 指 導 基 準 の 策 定 と 周 知 に つ （ 私 学 ・ 法 人 課 ）
い て 新 制 度 へ の 移 行 後 間 も な い こ と か ら 、
「公益法人等立入検査」において、 事 例 を 積 み 重 ね つ つ 、 国 や 他 県 の 状 況 を

検 査 等 の 効 率 性 及 び 統 一 性 の 観 点 か 考 慮 し な が ら 検 討 し て い く 。
ら、検査等における適否の判断基準、
指 導 基 準 等 の 策 定 及 び 具 体 的 指 導 基
準の周知について検討されたい。（私
学 ・ 法 人 課 ）

⑵ 検 査 基 準 や 指 導 方 法 の 明 確 化 等 に （ 消 防 保 安 課 ）
つ い て 「 電 気 工 事 業 立 入 検 査 」 に お け る 基 準
「 電 気 工 事 業 立 入 検 査 」 、 「 指 定 及 び 指 導 方 法 を 明 確 化 す る た め 、 国 が 策

障害福祉サービス事業者等指導監査 」 定 す る 要 領 に 準 じ て 調 査 票 を 含 む 立 入 検
及び「旅館業法立入検査」において 、 査 マ ニ ュ ア ル 及 び チ ェ ッ ク リ ス ト を 策 定
検 査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 し た 。
の 観 点 か ら 、 検 査 等 に お け る 基 準 及
び 指 導 方 法 の 明 確 化 並 び に マ ニ ュ ア （ 福 祉 監 査 課 ）
ル 、 調 査 票 及 び 分 か り や す い チ ェ ッ 「 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 等 指 導
ク リ ス ト の 策 定 に つ い て 検 討 さ れ た 監 査 」 に お け る 「 主 眼 事 項 及 び 着 眼 点 」
い 。 （ 消 防 保 安 課 、 福 祉 監 査 課 、 食 の 改 訂 を 実 施 す る 。
品 生 活 衛 生 課 ）

（ 食 品 生 活 衛 生 課 ）
「 旅 館 業 法 立 入 検 査 」 に 関 す る 指 導 方

法 に つ い て の マ ニ ュ ア ル 等 を 、 各 保 健 福
祉 事 務 所 と 共 同 で 作 成 す る こ と と し 、 保
健 福 祉 事 務 所 担 当 課 長 等 会 議 で 作 成 の 方
針 等 を 示 し 、 作 成 へ の 協 力 を 依 頼 し た 。

２ 検 査 等 の 実 施 計 画 に つ い て

�
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⑴ 実 施 計 画 の 作 成 に つ い て （ 消 防 保 安 課 ）

「電気工事業立入検査」において 、 「 立 入 検 査 実 施 要 領 」 を 改 正 し 、 所 定
検 査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の 様 式 を 定 め 、 年 度 当 初 に 実 施 計 画 を 作
の観点から、適切な実施計画の作成 、 成 し ４ 月 30日 ま で に 報 告 す る よ う 新 た に
検 査 等 の 確 実 な 実 施 に つ い て 確 保 さ 規 定 す る と と も に 、 ５ 月 25日 に 開 催 し た
れ た い 。 （ 消 防 保 安 課 ） 担 当 者 会 議 に お い て 、 実 施 計 画 の 作 成 及

び 検 査 の 確 実 な 実 施 に つ い て 周 知 徹 底 を
図 っ た 。

⑵ 団 体 等 の 管 理 台 帳 等 に つ い て （ 消 防 保 安 課 ）
検 査 等 の 効 率 性 及 び 統 一 性 の 観 点 デ ー タ の 更 新 漏 れ 等 を 防 ぐ た め に 、 複

か ら 、 検 査 等 対 象 事 業 者 把 握 の た め 数 人 に よ る チ ェ ッ ク の 実 施 や 随 時 の 更 新
の 台 帳 管 理 シ ス テ ム に お け る デ ー タ に 加 え た 定 期 的 な 現 状 と デ ー タ の 照 合 な
の随時更新、操作マニュアルの活用 、 ど 、 具 体 的 な 対 策 に つ い て 、 今 年 度 周 知
周 知 の 徹 底 等 、 台 帳 管 理 の 適 正 化 に 徹 底 す る と と も に 、 今 後 、 毎 年 度 開 催 す
ついて対応されたい。（消防保安課 、 る 担 当 者 会 議 に お い て 、 操 作 マ ニ ュ ア ル
食 品 生 活 衛 生 課 ） に よ り 操 作 方 法 を 説 明 す る な ど し て 、 適

切 な 台 帳 管 理 を 行 う よ う 指 導 す る 予 定 で
あ る 。

（ 食 品 生 活 衛 生 課 ）
保 健 福 祉 事 務 所 担 当 課 長 等 会 議 に お い

て 、 福 島 県 環 境 衛 生 台 帳 管 理 シ ス テ ム 操
作 マ ニ ュ ア ル の 再 周 知 を 行 っ た 。

⑶ 実 施 計 画 の 提 出 及 び 確 認 に つ い て （ 消 防 保 安 課 ）
「火薬類取締法保安検査」及び「認 「火薬類取締法保安検査」については 、

可外保育施設指導監督」においては、 ４月 27日に開催した担当者会議において 、
検 査 等 の 効 率 性 及 び 統 一 性 の 観 点 か 年 度 当 初 に 実 施 計 画 を 作 成 し 、 毎 年 度 ４
ら 、 実 施 計 画 の 作 成 及 び 提 出 の 取 扱 月 30日 ま で に 報 告 す る よ う 実 施 要 領 で 規
い に つ い て 検 討 の 上 、 適 切 な 事 務 取 定 さ れ て い る 旨 を 改 め て 周 知 徹 底 し た 。
扱 い と な る よ う 指 導 さ れ た い 。 （ 消 ま た 、 消 防 保 安 課 に お い て 実 施 計 画 の
防 保 安 課 、 子 育 て 支 援 課 ） 把 握 漏 れ が な い よ う 、 今 後 、 毎 年 度 当 初

に 文 書 に よ り 期 限 ま で の 提 出 を 指 示 す る
予 定 で あ る 。

（ 子 育 て 支 援 課 ）
「 認 可 外 保 育 施 設 指 導 監 督 」 の 実 施 計

画 の 作 成 及 び 提 出 時 期 に つ い て は 、 保 健
福 祉 事 務 所 の 意 見 を 聞 き な が ら 実 施 要 綱
の 見 直 し を 含 め て 実 施 計 画 の 作 成 及 び 提
出 時 期 に つ い て 検 討 し て い く 。

⑷ 実 施 計 画 及 び 実 施 実 績 に つ い て （ 食 品 生 活 衛 生 課 ）
「 旅 館 業 法 立 入 検 査 」 及 び 「 食 品 県 食 品 衛 生 監 視 指 導 計 画 の 食 品 営 業 施

営 業 施 設 監 視 」 に お い て は 、 検 査 等 設 監 視 に つ い て は 、 各 保 健 福 祉 事 務 所 の
の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の 視 点 意 見 を 聞 き な が ら 、 食 品 生 活 衛 生 課 に お
か ら 、 適 切 な 実 施 計 画 の 作 成 と そ れ い て 監 視 対 象 施 設 の 選 定 方 法 や 目 標 値 の
に 対 応 し た 実 施 の 確 保 に つ い て 検 討 設 定 等 を 見 直 し 、 実 効 性 や 効 率 性 を 考 慮
さ れ た い 。 （ 食 品 生 活 衛 生 課 ） し た 適 切 な 監 視 計 画 が 策 定 で き る よ う に

検 討 し て い く 。
旅 館 業 法 立 入 検 査 実 施 計 画 及 び 実 施 実

績 に つ い て は 、 「 環 境 衛 生 関 係 施 設 に 対
す る 監 視 指 導 計 画 策 定 要 領 」 に 基 づ き 、
各 保 健 福 祉 事 務 所 が 適 切 な 計 画 、 策 定 及
び 評 価 が で き る よ う に 食 品 生 活 衛 生 課 で
検 討 し て い く 。
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⑸ 実 施 計 画 の 対 象 団 体 等 に つ い て （ 私 学 ・ 法 人 課 ）

長 期 に わ た り 検 査 等 が 実 施 さ れ て 書 面 調 査 な ど の 状 況 を 見 な が ら 計 画 的
い な い 団 体 等 や 、 ま た 同 様 の 事 例 が に 対 象 団 体 を 選 定 し 、 長 期 に わ た る 検 査
発 生 す る 可 能 性 が あ る 検 査 等 に お い の 実 施 漏 れ が 解 消 さ れ る よ う 実 地 検 査 対
て 、 検 査 等 の 実 効 性 及 び 統 一 性 の 観 象 の 選 定 を 検 討 し て い く 。
点 か ら 、 適 切 な 実 施 計 画 の 作 成 と 検
査 等 実 施 の 確 保 に つ い て 検 討 さ れ た （ 福 祉 監 査 課 ）
い 。 （ 私 学 ・ 法 人 課 、 福 祉 監 査 課 、 人 員 増 員 の 検 討 、 検 査 開 始 時 期 の 前 倒
食 品 生 活 衛 生 課 、 農 業 経 済 課 、 計 量 し 、 検 査 手 法 の 効 率 化 な ど に よ り 検 査 実
検 定 所 ） 施 団 体 の 増 に 努 め る 。

（ 食 品 生 活 衛 生 課 ）
旅 館 業 法 立 入 検 査 に お い て は 、 平 成 28

年 ３ 月 23日 付 け 27健 第 9017号 に お い て 、
立 入 検 査 を 行 っ て い な い 施 設 を 優 先 的 に
監 視 す る と と も に 、 監 視 割 合 に つ い て 計
画 に 定 め る よ う 各 保 健 福 祉 事 務 所 へ 通 知
し た 。

（ 農 業 経 済 課 ）
法 令 に よ り 検 査 が 必 要 な 組 合 に つ い て

は 、 適 宜 、 実 施 計 画 を 作 成 の 上 、 検 査 を
行 っ て い く 。

（ 計 量 検 定 所 ）
「 計 量 法 ガ イ ド ラ イ ン 」 （ 全 国 計 量 行

政 会 議 作 成 ） を 参 考 に 検 査 周 期 を 設 定 し
実 施 し て い る が 、 長 期 に わ た り 検 査 が 実
施 さ れ な い 団 体 が 発 生 し な い よ う 実 施 計
画 の 作 成 と 検 査 実 施 の 確 保 を 検 討 し て い
く 。

⑹ 実 施 計 画 に お け る 実 施 頻 度 に つ い （ 農 業 経 済 課 ）
て 人 員 が 限 ら れ て い る 中 、 適 切 な 検 査 実
「 森 林 組 合 検 査 」 及 び 「 水 産 業 協 施 計 画 の 作 成 及 び 検 査 実 施 の 確 保 に つ い

同 組 合 検 査 」 に お い て は 、 検 討 等 の て 検 討 し て い く 。
有 効 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の 観 点 か
ら 、 適 切 な 実 施 計 画 の 作 成 と 実 施 の
確 保 に つ い て 検 討 さ れ た い 。 （ 農 業
経 済 課 ）

⑺ 実 施 計 画 の 作 成 方 法 に つ い て （ 消 費 生 活 課 ）
「 家 庭 用 品 品 質 表 示 法 立 入 検 査 」 平成 28年度の各立入検査計画策定時に 、

及 び 「 消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 立 入 検 「 毎 年 同 じ 店 舗 を 選 定 す る の で は な く 、
査 」 に お い て は 、 検 査 等 の 有 効 性 、 可 能 な 限 り 過 去 に 実 施 し て い な い 事 業 者
効 率 性 及 び 実 効 性 の 観 点 か ら 、 検 査 に つ い て 検 査 す る こ と 。 」 と し て 実 施 機
等 実 施 計 画 に お け る 適 切 な 実 施 対 象 関 に 通 知 し た 。
の 選 定 と 実 施 件 数 や 実 施 方 法 の 見 直
し に つ い て 検 討 さ れ た い 。 （ 消 費 生
活 課 ）

⑻ 実 施 計 画 及 び 実 施 方 法 に つ い て （ 私 学 ・ 法 人 課 ）
「 私 立 学 校 学 校 運 営 状 況 調 査 」 、 「 私 立 学 校 学 校 運 営 状 況 調 査 」 に つ い

「 商 工 会 等 立 入 検 査 」 、 「 商 工 会 等 て は 、 書 面 調 査 に お い て 、 法 人 運 営 や 学
指導監査」及び「農業共済組合検査」 校 運 営 の 健 全 性 に 疑 い の あ る 学 校 等 に 対
に お い て は 、 検 査 等 の 有 効 性 、 効 率 し て 、 適 切 な 立 入 調 査 が 行 え る よ う 人 員
性 及 び 実 効 性 の 観 点 か ら 、 検 査 等 実 確 保 や 実 施 計 画 の 調 整 に 努 め る 。
施 計 画 に お い て 、 必 要 に 応 じ 事 業 現
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場 の 確 認 を 適 切 に 行 う な ど 、 実 効 性 （ 経 営 金 融 課 ）
の あ る 検 査 等 と な る よ う 、 実 施 方 法 「 商 工 会 等 立 入 検 査 」 及 び 「 商 工 会 等
の 見 直 し を 含 め 検 討 さ れ た い 。 （ 私 指 導 監 査 」 に つ い て は 、 引 き 続 き 、 実 施
学 ・ 法 人 課 、 経 営 金 融 課 、 農 業 経 済 権 限 の あ る 商 工 会 等 の 事 務 所 の 現 地 確 認
課 ） を 行 う と と も に 、 権 限 外 で あ っ て も 必 要

に 応 じ て 任 意 の 現 地 確 認 を 実 施 す る 。

（ 農 業 経 済 課 ）
「 農 業 共 済 組 合 検 査 」 に つ い て は 、 必

要 に 応 じ た 現 地 確 認 の 実 施 を 検 討 し て い
く 。

３ 検 査 等 の 実 施 体 制 に つ い て
⑴ 検 査 等 に 係 る 人 員 確 保 に つ い て （ 消 防 保 安 課 ）

「 火 薬 類 取 締 法 保 安 検 査 」 、 「 家 「火薬類取締法保安検査」については 、
庭 用 品 品 質 表 示 法 立 入 検 査 」 、 「 消 ４月 27日に開催した担当者会議において 、
費生活用製品安全法立入検査」、 「食 検査の正確性及び公正性を担保するため 、
品 営 業 施 設 監 視 」 、 「 認 可 外 保 育 施 実 施 要 領 の 規 定 ど お り 、 原 則 ２ 名 以 上 で
設 指 導 監 督 」 及 び 「 火 薬 類 取 締 法 立 検 査 を 行 う よ う 指 示 し 、 複 数 人 で の 検 査
入 検 査 」 に お い て は 、 検 査 等 の 有 効 実 施 体 制 の 確 保 を 徹 底 す る こ と と し た 。
性 、 実 効 性 や 統 一 性 の 観 点 か ら 、 複
数 人 で の 検 査 実 施 体 制 の 確 保 に つ い （ 消 費 生 活 課 ）
て 指 導 さ れ た い 。 （ 消 防 保 安 課 、 消 「 家 庭 用 品 品 質 表 示 法 立 入 検 査 」 及 び
費 生 活 課 、 食 品 生 活 衛 生 課 、 子 育 て 「 消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 立 入 検 査 」 に つ
支 援 課 ） い て は 、 平 成 28年 度 の 各 立 入 検 査 計 画 策

定時に、「事務処理要領の規定に基づき、
原則２名以上の検査員で実施すること。」
と し て 実 施 機 関 に 通 知 し た 。

（ 食 品 生 活 衛 生 課 ）
「 食 品 営 業 施 設 監 視 」 に つ い て は 、 今

後 も 施 設 監 視 に お い て は 複 数 人 に よ る 監
視 体 制 と す る よ う に 、 改 め て 保 健 福 祉 事
務 所 の 課 長 等 会 議 に お い て 要 請 し た 。

（ 子 育 て 支 援 課 ）
「 認 可 外 保 育 施 設 指 導 監 督 」 に つ い て

は、複数人による監視体制とするように、
引き続き保健福祉事務所を指導していく 。

⑵ 検 査 等 の 実 施 方 法 に つ い て （ 私 学 ・ 法 人 課 ）
「 電 気 工 事 業 立 入 検 査 」 、 「 認 可 「 私 立 学 校 学 校 運 営 状 況 調 査 」 に お い

外 保 育 施 設 指 導 監 督 」 及 び 「 私 立 学 て は 、 書 面 調 査 を 実 施 し た 上 で 、 法 人 運
校 学 校 運 営 状 況 調 査 」 に お い て は 、 営 や 学 校 運 営 の 健 全 性 に 疑 い の あ る 学 校
検 査 等 の 有 効 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 等 に つ い て は 必 要 に 応 じ て 実 地 調 査 を 行
の 観 点 か ら 、 実 地 調 査 を 増 や す た め う こ と を 検 討 し て い く 。
の 検 査 等 実 施 体 制 の 確 保 、 検 査 方 法
の 見 直 し 等 に つ い て 検 討 及 び 指 導 さ （ 消 防 保 安 課 ）
れ た い 。 （ 私 学 ・ 法 人 課 、 消 防 保 安 「 電 気 工 事 業 立 入 検 査 」 に つ い て は 、
課 、 子 育 て 支 援 課 ） ５月 25日に開催した担当者会議において 、

立 入 検 査 は 実 地 調 査 で 行 う よ う 指 導 徹 底
を図り、特に新規登録事業者や問題のあっ
た 事 業 者 等 に つ い て は 優 先 し て 行 う よ う
併 せ て 指 示 し た 。
な お 、 検 査 計 画 の 作 成 に 当 た っ て は 、

対 象 事 業 者 数 に 応 じ て 、 お お む ね ５ 年 に
１ 回 と い う 検 査 頻 度 の 範 囲 内 で 実 施 事 業
者 数 を 調 整 す る な ど 、 検 査 方 法 を 工 夫 す
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る よ う 指 導 す る 予 定 で あ る 。

（ 子 育 て 支 援 課 ）
「 認 可 外 保 育 施 設 指 導 監 督 」 に つ い て

は、保健福祉事務所の意見を聞きながら、
検 査 等 実 施 体 制 の 確 保 、 検 査 方 法 の 見 直
し 等 に つ い て 、 検 討 し て い く 。

⑶ 検 査 等 の 実 施 体 制 の 確 保 に つ い て （ 私 学 ・ 法 人 課 ）
検 査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 必 要 に 応 じ て 、 所 管 す る 課 ・ 総 室 で の

性 の 観 点 か ら 、 部 局 等 や 検 査 等 を 担 対 応 を 要 請 す る こ と や 私 学 ・ 法 人 課 職 員
当 す る 実 施 機 関 全 体 と し て 、 実 施 方 の 同 行 な ど 、 検 査 体 制 の 確 保 に 努 め て い
法 の 見 直 し を 含 め 、 法 令 等 に 対 応 す く 。
る 検 査 等 を 適 切 に 実 施 で き る 体 制 が
確 保 さ れ る よ う 検 討 さ れ た い 。 （ 各 （ 県 北 地 方 振 興 局 ）
検 査 等 所 管 課 、 各 検 査 等 実 施 機 関 ） 商 工 会 等 の 指 導 等 に 関 し て は 、 監 査 時

の 人 員 配 置 や 手 法 、 監 査 時 間 を さ ら に 工
夫するなど、より適切な体制を検討する。
消 費 生 活 等 関 係 の 検 査 等 に 関 し て は 、

こ れ ま で 実 施 し て い た 検 査 員 全 員 に よ る
事 前 打 合 せ に つ い て 、 検 査 の ポ イ ン ト 等
を 十 分 確 認 す る な ど し て 、 適 切 な 検 査 の
実 施 に 努 め て い く 。

（ 会 津 地 方 振 興 局 ）
商 工 会 等 の 指 導 等 に 関 し て は 、 本 庁 所

管 課 主 催 の 研 修 会 へ 参 加 す る ほ か 、 課 内
勉 強 会 の 開 催 等 に よ り 、 職 員 の 資 質 の 向
上 に 努 め る と と も に 、 本 庁 か ら の 応 援 職
員 の 派 遣 を 要 請 す る な ど 、 指 導 監 査 を 適
切 に 実 施 し て い く 。
消 費 生 活 等 関 係 の 検 査 等 に 関 し て は 、

限 ら れ た 人 員 体 制 の 中 で 効 率 的 に 検 査 等
を 実 施 す る た め 、 事 前 に 所 属 内 の 研 修 会
を 開 催 し 、 主 担 当 者 だ け で な く 、 全 担 当
が 十 分 な 知 識 を 取 得 で き る よ う に す る 。

（ 消 防 保 安 課 ）
同 一 地 区 の 事 業 者 に つ い て は 併 せ て 検

査 を 行 う な ど 、 検 査 方 法 を 工 夫 す る と と
も に 、 今 回 整 備 し た マ ニ ュ ア ル 、 チ ェ ッ
ク リ ス ト 等 を 活 用 し な が ら 検 査 の 効 率 化
を 図 る 予 定 で あ る 。

（ ス ポ ー ツ 課 ）
「 公 益 法 人 等 立 入 検 査 実 施 要 領 」 に よ

る 原 則 ２ 名 の 検 査 員 は 課 内 で 確 保 す る 方
針 で あ る が 、 や む を 得 ず 確 保 で き な い 場
合 に は 、 私 学 ・ 法 人 課 に 応 援 を 要 請 す る
な ど 検 査 体 制 の 確 保 に 努 め る 。

（ 消 費 生 活 課 ）
各 立 入 検 査 計 画 策 定 時 に 具 体 的 な 確 認

の ポ イ ン ト を 示 し て い る 。 ま た 、 各 実 施
機 関 の １ 年 間 の 検 査 対 象 は 、 販 売 事 業 者
３ ～ ５ 店 舗 程 度 で あ り 、 １ ～ ２ 日 で 実 施
す る こ と も 可 能 で あ る こ と か ら 、 検 査 実
施 体 制 は 確 保 さ れ て い る 。
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（ 福 祉 監 査 課 ）
人 員 増 員 の 検 討 、 検 査 開 始 時 期 の 前 倒

し 、 検 査 手 法 の 効 率 化 、 職 員 研 修 の 充 実
な ど に よ り 検 査 等 実 施 体 制 の 確 保 に 努 め
る 。

（ 県 南 保 健 福 祉 事 務 所 ）
町 村 社 会 福 祉 協 議 会 及 び 保 育 所 経 営 社

会 福 祉 法 人 に つ い て は 、 本 庁 福 祉 監 査 課
との合同監査ではなく所単独監査である。
特 に 会 計 面 で の 監 査 に つ い て 知 識 及 び 経
験 が 不 足 す る た め 、 当 所 で は 主 任 主 査 が
担 当 し 、 研 修 を 受 け た 職 員 と ２ 名 で の 監
査 実 施 を 徹 底 し て い る 。
「 介 護 保 険 事 業 者 指 導 監 査 」 及 び 「 指

定障害者福祉サービス事業所等指導監査 」
等 の 本 庁 福 祉 監 査 課 と の 合 同 監 査 に つ い
て も 、 若 手 職 員 等 を 研 修 会 に 参 加 さ せ 、
検 査 実 施 に 必 要 な 知 識 や 技 術 を 向 上 さ せ
る と と も に 、 検 査 等 所 管 課 と 連 携 を 図 り
な が ら 、 実 施 体 制 の 強 化 に 努 め る 。

（ 商 工 総 務 課 ）
検 査 は ２ 名 以 上 の 検 査 員 で 実 施 し て お

り 、 今 後 も 法 令 等 に 対 応 す る 検 査 等 を 適
切に実施できる体制の確保に努めていく 。

（ 経 営 金 融 課 ）
適 切 な 人 員 配 置 を 求 め る と と も に 、 若

手 職 員 が 多 い こ と を 踏 ま え た 研 修 内 容 の
充 実 を 検 討 す る 。

（ 計 量 検 定 所 ）
検 査 に 当 た っ て は 、 年 間 実 施 計 画 を 策

定 の う え 、 事 前 に 調 査 項 目 を 確 認 し ２ 名
以 上 の 検 査 員 で 実 施 し て い る 。 今 後 も 法
令 等 に 対 応 す る 検 査 等 を 適 切 に 実 施 で き
る 体 制 の 確 保 に 努 め た い 。

（ 農 業 経 済 課 ）
検 査 実 施 方 法 の 見 直 し に よ る 、 農 林 事

務 所 及 び 水 産 事 務 所 職 員 の 業 務 負 担 へ の
配 慮 に つ い て 検 討 す る ほ か 、 研 修 内 容 の
充 実 に 努 め 、 検 査 を 適 切 に 実 施 で き る 体
制 の 確 保 を 図 る 。

（ 県 南 農 林 事 務 所 ）
検 査 担 当 職 員 と し て 、 若 手 職 員 を 配 置

せ ざ る を 得 な い 状 況 で あ り 、 か つ 、 検 査
担 当 職 員 は 、 そ の 他 の 事 務 事 業 を 行 い な
が ら 検 査 を 実 施 し て い る た め 、 事 務 所 と
し て 支 援 体 制 を 確 立 し 、 今 後 と も 法 令 等
に 対 応 す る 検 査 を 適 切 に 実 施 で き る 体 制
づ く り に 努 め て い き た い 。

（ い わ き 農 林 事 務 所 ）
人員や研修期間等が限られている中で 、
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本 庁 ・ 出 先 機 関 の 一 層 の 連 携 や 事 務 所 内
の 支 援 体 制 を 確 立 す る こ と に よ り 、 法 令
等 に 対 応 す る 検 査 を 適 切 に 実 施 で き る 体
制 の 確 保 に 努 め て い く 。

（ 水 産 事 務 所 ）
検査実施体制については、農業経済課 、

水 産 事 務 所 が 各 実 施 主 体 と な り 、 年 間 計
画 に 基 づ き 検 査 を 実 施 し て お り 、 検 査 実
施 主 体 以 外 に も 協 力 を 依 頼 し て 職 員 の 派
遣 を 受 け る な ど 体 制 を 確 保 し 、 予 め 検 査
役 割 分 担 を 決 め て 検 査 に 臨 ん で い る 。
今 後 も 、 事 務 所 内 の 協 力 体 制 の 確 立 や

農 業 経 済 課 と の 連 携 に よ り 、 法 令 等 に 対
応 す る 検 査 を 適 切 に 実 施 で き る 体 制 の 確
保 に 努 め て い き た い 。

（ 下 水 道 課 ）
検 査 実 施 体 制 は 確 保 さ れ 、 計 画 ど お り

検 査 を 実 施 し て い る が 、 更 に 検 査 の 実 効
性 等 を 高 め る た め 、 担 当 職 員 の 検 査 技 術
の 向 上 を 図 る と と も に 、 他 の 実 施 機 関 と
連 携 し て 実 施 方 法 の 見 直 し を 検 討 し て い
き た い 。

⑷ 検 査 員 の 選 定 に つ い て （ 私 学 ・ 法 人 課 ）
「 公 益 法 人 等 立 入 検 査 」 で は 、 検 所 管 課 内 で 、 直 接 業 務 を 行 わ な い 職 員

査 等 の 有 効 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の を 指 定 す る こ と や 総 室 で の 対 応 を 要 請 す
観 点 か ら 、 法 人 の 構 成 員 、 事 務 局 等 る こ と 、 私 学 ・ 法 人 課 職 員 の 同 行 な ど 、
を 所 管 課 等 が 兼 務 し て い る 場 合 の 検 兼務職員が検査員とならないよう努める 。
査 員 選 定 の あ り 方 等 、 実 施 方 法 に 関
す る 基 準 を 規 定 す る と と も に 、 少 な （ ス ポ ー ツ 課 ）
く と も 兼 務 職 員 が 検 査 員 と し て 実 施 所 管 す る 公 益 法 人 の 構 成 員 、 事 務 局 等
す る よ う な こ と の な い よ う 、 検 査 等 を 当 課 職 員 が 兼 務 し て い る 場 合 に は 、 兼
事 務 手 続 の 見 直 し に つ い て 検 討 さ れ 務 職 員 以 外 の 者 を 検 査 員 に 指 名 す る こ と
たい。（私学・法人課、スポーツ課） と し た 。

⑸ 検 査 等 実 施 状 況 の 把 握 等 に つ い て （ 消 防 保 安 課 ）
「 電 気 工 事 業 立 入 検 査 」 、 「 火 薬 「 電 気 工 事 業 立 入 検 査 」 に お い て は 、

類 取 締 法 保 安 検 査 」 に お い て は 、 検 実 施 要 領 を 改 正 し 、 翌 年 度 の ４ 月 30日 ま
査 等 の 有 効 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の で に 提 出 す る こ と と な っ て い る 実 施 状 況
観 点 か ら 、 実 施 機 関 に お け る 実 施 状 報 告 書 に 指 導 内 容 の 項 目 を 加 え 、 検 査 の
況 や 実 施 内 容 の 把 握 を 適 切 に 行 う と 状 況 を 把 握 す る こ と と し 、 ５ 月 25日 に 開
と も に 、 「 火 薬 類 取 締 法 保 安 検 査 」 催 し た 担 当 者 会 議 に お い て 説 明 し た 。
で は 、 検 査 等 対 象 の 選 定 基 準 等 運 用 さ ら に 、 今 後 、 毎 年 度 開 催 す る 担 当 者
基準の明確化について検討されたい 。 会 議 で 実 施 状 況 報 告 書 の 期 限 内 提 出 を 周
（ 消 防 保 安 課 ） 知 徹 底 す る 。

「火薬類取締法保安検査」においては 、
実 施 要 領 を 改 正 し 、 翌 年 度 の ４ 月 30日 ま
で に 地 方 振 興 局 か ら 消 防 保 安 課 へ 検 査 結
果 を 報 告 さ せ る こ と に よ り 、 検 査 の 状 況
を 把 握 す る 予 定 で あ る 。
ま た 、 検 査 等 対 象 の 選 定 基 準 等 に つ い

て は 、 現 行 の 法 律 及 び 実 施 要 領 に よ り 明
確 に 規 定 さ れ て い る 。
な お 、 「 火 薬 類 取 締 法 立 入 検 査 」 に お

い て は 、 翌 年 度 の ４ 月 30日 ま で に 提 出 す
る こ と と な っ て い る 実 施 状 況 報 告 書 に よ
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り検査の状況を把握することとしており 、
４ 月 27日 に 開 催 し た 担 当 者 会 議 に お い て
説 明 し た 。
さ ら に 、 今 後 、 毎 年 度 開 催 す る 担 当 者

会 議 で 実 施 状 況 報 告 書 の 期 限 内 提 出 を 周
知 徹 底 す る 。
ま た 、 検 査 等 対 象 の 選 定 基 準 等 に つ い

て は 、 実 施 要 領 の 改 正 を 行 い 、 検 査 対 象
で あ る 販 売 所 に は 競 技 用 紙 雷 管 を 扱 う ス
ポ ー ツ 用 品 店 も 含 ま れ る 旨 を 注 記 す る こ
と で 、 検 査 対 象 の 選 定 基 準 の 明 確 化 を 図
る 予 定 で あ る 。

⑹ 検 査 等 所 管 課 と 実 施 機 関 の 情 報 共 （ 福 祉 監 査 課 ）
有 に つ い て 「 介 護 保 険 事 業 者 指 導 監 査 」 に つ い て
「介護保険事業者指導監査」、「商 は 、 関 係 機 関 と 協 議 の 上 、 情 報 共 有 の 具

工 会 等 指 導 監 査 」 、 「 農 業 協 同 組 合 体 的 方 策 に つ い て 、 検 討 し て い く 。
検 査 」 、 「 森 林 組 合 検 査 」 及 び 「 水
産 業 協 同 組 合 検 査 」 に お い て は 、 検 （ 経 営 金 融 課 ）
査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の 「 商 工 会 等 指 導 監 査 」 に つ い て は 、 こ
観 点 か ら 、 所 管 課 や 実 施 機 関 間 に お れ ま で 翌 年 度 の 指 導 監 査 事 務 担 当 者 会 議
け る 現 場 や 検 査 結 果 等 の 適 時 適 切 な ま で に 県 商 工 会 連 合 会 に よ る 各 商 工 会 の
早 期 情 報 共 有 の 在 り 方 に つ い て 検 討 個 別 指 導 結 果 に つ い て 情 報 提 供 を 受 け て
さ れ た い 。 （ 福 祉 監 査 課 、 経 営 金 融 き た が 、 今 後 は 随 時 県 商 工 会 連 合 会 か ら
課 、 農 業 経 済 課 ） 地 方 振 興 局 に 報 告 を 行 い 、 速 や か な 情 報

共 有 を 行 う こ と と し た 。

（ 農 業 経 済 課 ）
「 農 業 協 同 組 合 検 査 」 、 「 森 林 組 合 検

査 」 及 び 「 水 産 業 協 同 組 合 検 査 」 の 検 査
結 果 に つ い て 、 農 林 事 務 所 及 び 水 産 事 務
所 と 早 期 の 情 報 共 有 に 努 め て い き た い 。

⑺ 研 修 、 担 当 者 会 議 等 の 実 施 に つ い （ 私 学 ・ 法 人 課 ）
て 「 公 益 法 人 等 立 入 検 査 」 に つ い て は 、
「 電 気 工 事 業 立 入 検 査 」 、 「 家 庭 新 任 職 員 向 け に 制 度 全 般 や 立 入 検 査 に 関

用 品 品 質 表 示 法 立 入 検 査 」 、 「 消 費 す る 研 修 会 を 毎 年 度 実 施 し て い る 。 引 き
生活用製品安全法立入検査」及び「公 続 き 、 研 修 内 容 の 充 実 を 図 り 、 検 査 実 施
益 法 人 等 立 入 検 査 」 に お い て は 、 検 水 準 の 確 保 に 努 め て い く 。
査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の
観 点 か ら 、 検 査 等 実 施 水 準 確 保 の た （ 消 防 保 安 課 ）
め の 十 分 な 研 修 等 実 施 に つ い て 検 討 「 電 気 工 事 業 立 入 検 査 」 に つ い て は 、
さ れ た い 。 （ 私 学 ・ 法 人 課 、 消 防 保 今 年 度 か ら 新 た に 担 当 者 会 議 を 実 施 し 、
安 課 、 消 費 生 活 課 ） 立 入 検 査 に 係 る 理 解 を 深 め る と と も に 、

実 施 要 領 、 マ ニ ュ ア ル 、 チ ェ ッ ク リ ス ト
等 、 基 本 的 な 部 分 か ら の 説 明 を 丁 寧 に 行
う な ど 、 初 任 者 に も 分 か り や す い 研 修 内
容 と し 、 検 査 等 実 施 水 準 の 確 保 を 図 る こ
と と し た 。

（ 消 費 生 活 課 ）
「 家 庭 用 品 品 質 表 示 法 立 入 検 査 」 及 び

「 消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 立 入 検 査 」 に つ
い て は 、 各 立 入 検 査 計 画 策 定 時 に 、 検 査
対 象 製 品 の 確 認 の ポ イ ン ト を 文 書 で 実 施
機 関 に 通 知 し 、 検 査 実 施 水 準 及 び 専 門 性
の 確 保 に 努 め て い る 。
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⑻ 検 査 等 に お け る 専 門 性 の 確 保 に つ （ 私 学 ・ 法 人 課 ）
い て 立 入 検 査 時 に 問 題 と な っ た 事 案 に つ い
専 門 性 の 高 い 知 識 習 得 が 求 め ら れ て 、 審 議 会 委 員 で あ る 公 認 会 計 士 等 専 門

る 検 査 等 に お い て は 、 検 査 等 の 効 率 家 か ら の 助 言 を 受 け る な ど 、 検 査 体 制 の
性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の 観 点 か ら 、 強 化 に 努 め る 。
更 な る 専 門 性 確 保 の た め の 研 修 等 の
充 実 や 公 認 会 計 士 等 専 門 的 人 材 の 導 （ 消 防 保 安 課 ）
入 等 に よ る 検 査 体 制 の 強 化 に つ い て 国 等 が 主 催 す る 研 修 等 へ 参 加 し 、 毎 年
検 討 さ れ た い 。 （ 各 検 査 等 所 管 課 ） 度 開 催 す る 担 当 者 会 議 等 に お い て 伝 達 研

修 を 実 施 す る こ と に よ り 専 門 性 の 確 保 を
図 る 予 定 で あ る 。

（ 消 費 生 活 課 ）
各 立 入 検 査 計 画 策 定 時 に 、 検 査 対 象 製

品 の 確 認 の ポ イ ン ト を 文 書 で 実 施 機 関 に
通 知 し 、 検 査 実 施 水 準 及 び 専 門 性 の 確 保
に 努 め て い る 。

（ 福 祉 監 査 課 ）
監 査 事 務 研 修 会 に お け る 公 認 会 計 士 の

講 義 内 容 の 充 実 を 図 る な ど 、 専 門 性 の 高
い 知 識 の 習 得 に 努 め る 。

（ 食 品 生 活 衛 生 課 ）
若 手 職 員 の 育 成 に つ い て 、 職 場 に お け

る Ｏ Ｊ Ｔ の ほ か 、 法 令 や 監 視 指 導 に 関 す
る 専 門 研 修 を 実 施 す る な ど 体 制 充 実 に 努
め る 。

（ 商 工 総 務 課 ）
計 量 教 習 の 受 講 や 所 内 研 修 の 実 施 に よ

り 専 門 性 の 確 保 に 努 め て い る 。

（ 経 営 金 融 課 ）
研 修 等 の 充 実 等 に つ い て 検 討 す る 。

（ 農 業 経 済 課 ）
「 農 林 水 産 協 同 組 合 検 査 職 員 研 修 会 」

に つ い て 、 平 成 2 8年 度 に 内 容 を 拡 充 し て
実 施 し た と こ ろ で あ り 、 今 後 も 適 宜 見 直
し を 行 う と と も に 、 国 が 開 催 す る 研 修 へ
の 参 加 に よ り 、 専 門 性 の 確 保 に 努 め て い
き た い 。

４ 関 係 機 関 と の 連 携 に つ い て
⑵ 他 部 局 機 関 と の 連 携 に つ い て （ 消 防 保 安 課 ）

「火薬類取締法保安検査」及び「火 「火薬類取締法保安検査」については 、
薬 類 取 締 法 立 入 検 査 」 に お い て は 、 法制度上警察に検査権限がないことから 、
検 査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 地 方 振 興 局 の み で の 実 施 と な る が 、 「 火
の 観 点 か ら 、 検 査 対 象 、 検 査 方 法 、 薬 類 取 締 法 立 入 検 査 」 に つ い て は 、 検 査
チ ェ ッ ク 項 目 の 調 整 等 を 行 う な ど 効 の 実 施 に つ い て 、 警 察 署 と 連 携 を 図 る よ
果 的 な 連 携 に つ い て 検 討 さ れ た い 。 う 地 方 振 興 局 に 対 し て 通 知 す る 予 定 で あ
（ 消 防 保 安 課 ） る 。

⑶ 不 適 正 事 案 の 対 応 に お け る 連 携 に （ 計 量 検 定 所 ）
つ い て 検 査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の
計 量 検 定 所 に お け る 計 量 法 関 係 検 観 点 か ら 、 不 適 正 事 案 の 対 応 に お い て 、

査 に お い て は 、 検 査 等 の 効 率 性 、 実 国 （ 東 北 農 政 局 及 び 農 林 水 産 消 費 安 全 技
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効 性 及 び 統 一 性 の 観 点 か ら 、 不 適 正 術 セ ン タ ー ） や 消 費 生 活 セ ン タ ー 等 と の
事 案 の 対 応 に お い て 、 適 切 に 関 係 機 連 携 が 図 ら れ る よ う 、 情 報 提 供 体 制 の 見
関 と の 連 携 が 図 ら れ る よ う 、 情 報 提 直 し を 検 討 し て い き た い 。
供体制の見直しを検討されたい。（計
量 検 定 所 ）

５ 検 査 結 果 等 の 取 扱 い に つ い て
⑴ 検 査 等 結 果 の 記 録 に つ い て （ 私 学 ・ 法 人 課 ）

検 査 等 結 果 の 決 定 過 程 、 措 置 及 び こ れ ま で も 立 入 検 査 実 施 報 告 書 に 検 査
改 善 状 況 の 確 認 記 録 等 に お い て 、 検 経 過 及 び 結 果 を 明 記 し 、 意 思 決 定 過 程 を
査 等 の 有 効 性 、 効 率 性 及 び 統 一 性 の 記 録 に し て い る が 、 研 修 会 等 を 活 用 し て
観 点 か ら 、 適 切 な 管 理 及 び 整 備 に つ 適 切 な 管 理 及 び 整 備 を 徹 底 し て い く 。
い て 徹 底 さ れ た い 。 （ 各 検 査 等 所 管
課 、 各 検 査 等 実 施 機 関 ） （ 県 北 地 方 振 興 局 ）

商 工 会 等 の 指 導 等 に 関 し て は 、 検 査 等
結 果 の 決 定 過 程 等 の 記 録 に つ い て 、 今 後
も 引 き 続 き 、 適 切 な 管 理 及 び 整 備 に 努 め
て い く 。
消 費 生 活 等 関 係 の 検 査 等 に 関 し て は 、

検 査 時 の 個 別 記 録 は 、 以 降 の 指 導 や 検 査
を行ううえで重要な資料となることから 、
引き続き適切な保管・管理に努めていく 。

（ 会 津 地 方 振 興 局 ）
商 工 会 等 の 指 導 等 に 関 し て は 、 指 導 監

査 終 了 後 は 、 各 職 員 の 記 録 、 指 導 監 査 結
果 の 決 定 過 程 の 記 録 等 を 適 切 に 管 理 し て
い く 。
消 費 生 活 等 関 係 の 検 査 に 関 し て は 、 検

査 終 了 後 は 、 記 録 を 作 成 の 上 、 適 切 に 管
理 し 、 有 効 に 活 用 で き る よ う に す る 。

（ ス ポ ー ツ 課 ）
引 き 続 き 、 検 査 等 結 果 の 適 切 な 管 理 及

び 整 備 を 徹 底 す る 。

（ 消 防 保 安 課 ）
検 査 結 果 の 処 理 に つ い て は 実 施 要 領 等

に お い て 規 定 し て お り 、 確 認 記 録 等 に つ
い て は 文 書 管 理 規 定 に よ り 管 理 し て い る
と こ ろ で あ る が 、 詳 細 な 内 容 や 特 記 事 項
を 含 め た 検 査 結 果 記 録 を 適 切 に 整 備 及 び
管 理 す る た め 、 毎 年 度 開 催 す る 担 当 者 会
議 に お い て 周 知 徹 底 を 図 る と と も に 、 検
査 結 果 を 次 回 の 検 査 に 有 効 に 活 用 す る よ
う 併 せ て 指 示 す る 予 定 で あ る 。

（ 消 費 生 活 課 ）
検 査 結 果 等 の 適 切 な 管 理 及 び 整 備 に つ

いては、各法律の事務処理要領等により、
適 切 に 行 わ れ て い る 。

（ 食 品 生 活 衛 生 課 ）
食 品 衛 生 法 に 基 づ く 行 政 処 分 等 の 意 思

決 定 の 過 程 に つ い て 、 検 討 し た 経 過 等 に
つ い て も 記 録 を 残 す よ う 、 保 健 福 祉 事 務
所 担 当 課 長 等 会 議 で 指 示 し た 。
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（ 県 南 保 健 福 祉 事 務 所 ）
検 査 等 結 果 の 記 録 に つ い て は 、 検 査 の

有 効 性 等 が 担 保 さ れ る よ う 、 適 切 な 管 理
に 努 め る 。

（ 商 工 総 務 課 ）
「 立 入 検 査 実 施 要 領 」 等 に よ り 適 切 に

対 応 し て い る 。

（ 経 営 金 融 課 ）
引 き 続 き 、 書 類 等 の 適 切 な 管 理 及 び 整

備 の 徹 底 に 努 め る 。

（ 計 量 検 定 所 ）
「 立 入 検 査 実 施 要 領 」 等 に 基 づ き 適 切

に 整 備 を 行 っ て い る 。 今 後 も 適 切 な 管 理
及 び 整 備 に つ い て 徹 底 し て い く 。

（ 農 業 経 済 課 ）
検 査 等 結 果 の 決 定 過 程 、 措 置 及 び 改 善

状 況 の 確 認 記 録 等 に つ い て 、 適 切 に 管 理
及 び 整 備 を 行 っ て お り 、 引 き 続 き 、 適 切
な 管 理 及 び 整 備 に 努 め て い き た い 。

（ 県 南 農 林 事 務 所 ）
検 査 等 結 果 の 決 定 過 程 、 措 置 及 び 改 善

状 況 の 確 認 記 録 等 に つ い て は 、 適 切 に 管
理 及 び 整 備 し て お り 、 引 き 続 き 適 切 な 管
理 及 び 整 備 に 取 り 組 ん で い き た い 。

（ い わ き 農 林 事 務 所 ）
検 査 等 結 果 の 決 定 過 程 、 措 置 及 び 改 善

状 況 の 確 認 記 録 等 に つ い て は 、 適 正 に 管
理 及 び 整 備 し て お り 、 今 後 も 適 正 な 執 行
に 努 め て い く 。

（ 水 産 事 務 所 ）
検 査 等 結 果 の 決 定 過 程 、 措 置 及 び 改 善

状 況 の 確 認 記 録 等 に つ い て 、 適 切 な 管 理
及 び 整 備 は 徹 底 さ れ て お り 、 今 後 も 適 正
な 執 行 に 努 め て い く 。

（ 下 水 道 課 ）
検 査 結 果 の 決 定 に つ い て 、 今 後 は 検 査

実 施 後 の 打 合 せ 記 録 簿 を 整 備 す る な ど 、
決 定 過 程 を 明 ら か に す る よ う 改 め て い き
た い 。

⑵ 検 査 等 結 果 に よ る 指 導 方 法 に つ い （ 食 品 生 活 衛 生 課 ）
て 「 旅 館 業 法 立 入 検 査 」 に 関 す る 指 導 方
「旅館業法立入検査」においては、 法 に つ い て の マ ニ ュ ア ル 等 を 、 各 保 健 福

検 査 等 の 有 効 性 、 効 率 性 及 び 統 一 性 祉事務所と共同で作成することについて 、
の 観 点 か ら 、 検 査 指 導 基 準 、 指 導 方 保 健 福 祉 事 務 所 担 当 課 長 等 会 議 で 依 頼 し
法 、 様 式 等 規 定 の 策 定 等 に つ い て 検 た 。
討 さ れ た い 。 （ 食 品 生 活 衛 生 課 ）

⑶ 検 査 等 結 果 に よ る 効 果 的 指 導 に つ （ 子 育 て 支 援 課 ）
い て 「認可外保育施設指導監督」において 、
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「認可外保育施設指導監督」、「商 改 善 に 向 け た 取 組 が 有 効 に 機 能 し て い な

工会等指導監査」、「森林組合検査」 い 団 体 に つ い て は 、 改 善 に 向 け 、 個 別 に
及 び 「 水 産 業 協 同 組 合 検 査 」 に お い 対 応 を 検 討 し て い く 。
て は 、 検 査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 び
統 一 性 の 観 点 か ら 、 指 導 方 法 の 見 直 （ 経 営 金 融 課 ）
し を 含 め 、 効 果 的 な 指 導 の 在 り 方 を 「 商 工 会 等 指 導 監 査 」 に お い て 、 同 じ
検 討 の 上 、 適 切 な 対 応 に 努 め ら れ た 指 導 項 目 が 続 く も の に つ い て は 、 事 案 に
い 。 （ 子 育 て 支 援 課 、 経 営 金 融 課 、 応 じ て 文 書 指 導 に 格 上 げ す る 等 引 き 続 き
農 業 経 済 課 ） 効 果 的 な 指 導 に 努 め る 。

（ 農 業 経 済 課 ）
「 森 林 組 合 検 査 」 及 び 「 水 産 業 協 同 組

合 検 査 」 に お い て は 、 「 森 林 組 合 」 及 び
「 水 産 業 協 同 組 合 」 の 指 導 担 当 課 と 連 携
を 深 め 、 効 果 的 な 指 導 の 実 施 を 指 導 担 当
課 に 働 き か け て い き た い 。

⑷ 検 査 等 結 果 の 他 の 実 施 機 関 へ の 周 （ 私 学 ・ 法 人 課 ）
知 に つ い て 具 体 的 な 留 意 事 項 等 に つ い て は 、 研 修
検 査 等 結 果 の 具 体 的 事 例 の 周 知 に 会 で の 事 例 研 究 等 、 適 時 適 切 な 情 報 共 有

お い て 、 検 査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 に 努 め る 。
び 統 一 性 の 観 点 か ら 、 適 時 適 切 な 周
知 に つ い て 検 討 さ れ た い 。 （ 各 検 査 （ 消 防 保 安 課 ）
等 所 管 課 ） 地 方 振 興 局 か ら 翌 年 度 の ４ 月 3 0日 ま で

に 提 出 の あ る 実 施 状 況 報 告 書 を 県 の 共 有
フ ォ ル ダ で 常 時 閲 覧 で き る よ う に し 、 情
報 共 有 を 図 る と と も に 、 年 度 当 初 に 開 催
す る 担 当 者 会 議 に お い て 、 実 施 状 況 報 告
書 を 踏 ま え 情 報 交 換 を 行 う 予 定 で あ る 。

（ 消 費 生 活 課 ）
問 題 の あ っ た 事 例 に つ い て は 、 他 の 実

施 機 関 に も 速 や か に 周 知 し て い く 。

（ 福 祉 監 査 課 ）
各 保 健 福 祉 事 務 所 に 対 し 、 指 導 監 査 結

果 を 周 知 す る こ と と す る 。

（ 商 工 総 務 課 ）
本 県 に お け る 計 量 検 定 の 実 施 機 関 は 計

量 検 定 所 の み で あ り 、 所 内 で 周 知 徹 底 を
図 っ て い る 。

（ 経 営 金 融 課 ）
引 き 続 き 、 担 当 者 会 議 で の 情 報 共 有 を

行 う 。

（ 農 業 経 済 課 ）
検査結果の具体的事例の周知について 、

検 討 し て い き た い 。

⑸ 個 別 団 体 に 関 す る 検 査 等 結 果 の 公 （ 私 学 ・ 法 人 課 ）
表 に つ い て 検 査 結 果 に つ い て 、 重 大 事 案 に つ い て
検 査 等 結 果 の 公 表 に つ い て は 、 検 は 公 表 の あ り 方 を 検 討 す る 。

査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の
観 点 か ら 、 公 表 基 準 を 設 け る な ど 、 （ 消 防 保 安 課 ）
積極的な公表について検討されたい 。 立 入 検 査 に 係 る 検 査 項 目 、 実 施 件 数 、
（ 各 検 査 等 所 管 課 ） 指 摘 ・ 指 導 事 項 別 件 数 の 情 報 は 、 消 防 保
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安 課 の ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 す る 予 定 で あ
る 。

（ 消 費 生 活 課 ）
割 賦 販 売 法 、 消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 及

び 家 庭 用 品 品 質 表 示 法 の 問 題 事 例 は 法 律
上 、 県 の 報 告 に 基 づ き 国 が 対 応 す る こ と
となる。特定商取引法の問題事例は、「特
定 商 取 引 に 関 す る 法 律 の 規 定 に よ る 福 島
県 知 事 の 指 示 と 販 売 事 業 者 等 の 名 称 等 の
公 表 に 関 す る 要 領 」 に よ り 基 準 を 定 め 、
そ の 規 定 に 基 づ き 公 表 を 実 施 し て い る 。

（ 食 品 生 活 衛 生 課 ）
県 民 の 健 康 保 護 の 観 点 か ら 、 問 題 事 例

に つ い て は 、 今 後 も 速 や か な 公 表 に 努 め
る 。

（ 福 祉 監 査 課 ）
指 摘 事 項 を 取 り ま と め ホ ー ム ペ ー ジ 上

に 掲 載 し て い る 。 ま た 、 関 係 団 体 等 に 対
し 、 指 摘 の 多 い 事 例 を 中 心 に 説 明 を 行 っ
て い る 。
な お 、 行 政 処 分 し た 場 合 な ど 特 に 問 題

の あ る 事 案 に つ い て は 、 法 人 名 、 サ ー ビ
ス 事 業 所 名 、 処 分 理 由 等 を ホ ー ム ペ ー ジ
上 で 公 表 し て い る 。

（ 商 工 総 務 課 ）
検 査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の

観 点 か ら 、 計 量 検 定 所 の ホ ー ム ペ ー ジ に
検 査 等 結 果 を 掲 載 し て 公 表 し て い る 。

（ 経 営 金 融 課 ）
任意に行う商工会指導監査についても 、

実 施 件 数 の 公 表 等 を 検 討 し た い 。

（ 農 業 経 済 課 ）
「農林水産省協同組合等検査基本要綱」

に お い て 、 検 査 書 は 、 検 査 の 結 果 に 基 づ
く 指 摘 事 項 を 検 査 対 象 者 の 役 員 に 対 し て
示 す も の で あ り 、 内 容 を 漏 え い し て は な
らないものであるとされている。したがっ
て 、 個 別 の 組 合 の 検 査 結 果 を 公 表 す る こ
と は 考 え て い な い 。
な お 、 検 査 実 施 組 合 数 等 、 検 査 実 績 及

び 計 画 に つ い て 、 ホ ー ム ペ ー ジ 上 で 公 表
し て い る 。

６ 問 題 が あ っ た 際 の 随 時 の 検 査 等 の 対
応 に つ い て
⑴ 問 題 の あ っ た 際 の 随 時 の 検 査 等 の （ 私 学 ・ 法 人 課 ）
対 応 に つ い て 法 人 に 問 題 が 起 き た 場 合 は 直 ち に 当 課
随 時 検 査 等 の 対 応 に つ い て 、 検 査 に相談するよう所管課には周知しており 、

等 の 有 効 性 、 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 状 況 に 応 じ た 適 切 な 対 応 に 努 め る 。
一 性 の 観 点 か ら 、 検 査 実 施 に 係 る 実
務的なマニュアル等を策定するなど 、 （ 消 防 保 安 課 ）
適 時 適 切 な 対 応 が で き る よ う 検 討 さ 問 題 の あ っ た 際 の 随 時 の 検 査 等 の 対 応
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れ た い 。 （ 各 検 査 等 所 管 課 ） に つ い て は 、 電 気 工 事 業 に 関 し て は 、 苦

情 申 出 又 は 他 の 行 政 庁 か ら の 通 報 等 に よ
り 判 明 し た 違 法 な 事 業 者 に 対 す る 随 時 検
査 の 実 施 を 、 火 薬 類 に 関 し て は 、 災 害 の
発 生 の 防 止 又 は 公 共 の 安 全 の 維 持 の た め
必 要 が あ る 場 合 の 随 時 検 査 の 実 施 を そ れ
ぞ れ 実 施 要 領 で 規 定 し て お り 、 こ れ に よ
り 対 応 可 能 で あ る 。

（ 消 費 生 活 課 ）
随 時 の 検 査 に つ い て は 、 国 の マ ニ ュ ア

ル に 準 じ て 、 相 談 の 具 体 性 、 違 反 行 為 の
状 況 、 他 機 関 の 調 査 状 況 等 の 具 体 的 な 基
準 に 沿 っ て 、 問 題 事 例 の 「 立 入 検 査 計 画
書 」 を 作 成 し 、 対 応 し て い る 。

（ 食 品 生 活 衛 生 課 ）
現 在 、 「 食 品 衛 生 法 に 基 づ く 行 政 処 分

等 事 務 取 扱 要 領 」 、 「 不 良 食 品 事 務 処 理
マ ニ ュ ア ル 」 、 「 レ ジ オ ネ ラ 属 菌 検 査 要
領 」 な ど 策 定 し 対 応 し て い る と こ ろ 。 今
後 も 問 題 事 例 に 対 し て は 、 随 時 検 査 の 手
順 を マ ニ ュ ア ル に 反 映 し 対 応 し て い く 。

（ 福 祉 監 査 課 ）
問 題 が あ っ た 際 に 随 時 適 切 な 対 応 が 図

れ る よ う 、 検 査 項 目 や 検 査 方 法 に つ い て
規 定 す る マ ニ ュ ア ル の 策 定 を 検 討 す る 。

（ 商 工 総 務 課 ）
「 立 入 検 査 実 施 要 領 」 及 び 「 計 量 関 係

法 令 の 違 反 事 項 等 に 係 る 取 扱 基 準 」 に よ
り 適 切 に 対 応 し て い る 。

（ 経 営 金 融 課 ）
不適正事案発生時のマニュアルとして 、

平 成 2 7年 ３ 月 、 県 商 工 会 等 検 査 規 程 及 び
実 施 要 領 を 定 め た 。

（ 農 業 経 済 課 ）
全 般 的 な 対 応 マ ニ ュ ア ル を 策 定 し て い

るほか、検査の都度、事案に応じたチェッ
ク リ ス ト 等 を 作 成 し て い る こ と か ら 、 引
き 続 き 適 切 に 対 応 し て い き た い 。

⑵ 不 適 正 事 案 に お け る 検 査 結 果 等 の （ 私 学 ・ 法 人 課 ）
実 施 機 関 へ の 周 知 に つ い て 不 適 正 事 案 に お け る 検 査 等 結 果 に つ い
不 適 正 事 案 に お け る 検 査 等 結 果 の て は 、 研 修 会 等 で 所 管 課 に 周 知 し 、 再 発

具 体 的 事 例 の 周 知 に お い て 、 検 査 等 防 止 に 努 め る 。
の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の 観 点
か ら 、 適 時 適 切 に 周 知 さ れ る よ う 検 （ 消 防 保 安 課 ）
討 さ れ た い 。 （ 各 検 査 等 所 管 課 ） 地 方 振 興 局 か ら 翌 年 度 の ４ 月 3 0日 ま で

に 提 出 の あ る 実 施 状 況 報 告 書 （ 不 適 正 事
案 も 含 ま れ て い る ） を 県 の 共 有 フ ォ ル ダ
で 常 時 閲 覧 で き る よ う に し 、 情 報 共 有 を
図 る と と も に 、 年 度 当 初 に 開 催 す る 担 当
者 会 議 に お い て 、 実 施 状 況 報 告 書 を 踏 ま
え 情 報 交 換 を 行 う 予 定 で あ る 。
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（ 消 費 生 活 課 ）
不 適 正 事 案 の 検 査 結 果 に つ い て は 、 他

の 実 施 機 関 に も 速 や か に 周 知 し て い く 。

（ 食 品 生 活 衛 生 課 ）
不 適 正 事 案 の 具 体 例 に つ い て は 、 監 視

指 導 時 に 実 施 機 関 へ そ の 場 で 口 頭 で 伝 達
す る と と も に 、 重 大 な 案 件 に つ い て は 必
要 に 応 じ て 文 書 に て 周 知 し て い る 。

（ 商 工 総 務 課 ）
本 県 に お け る 計 量 検 定 の 実 施 機 関 は 計

量 検 定 所 の み で あ り 、 所 内 で 周 知 徹 底 を
図 っ て い る 。

（ 経 営 金 融 課 ）
引 き 続 き 、 担 当 者 会 議 を 通 じ た 情 報 共

有 を 行 う 。

（ 農 業 経 済 課 ）
検 査 の 都 度 、 過 去 の 具 体 的 事 例 等 を 踏

ま え た 着 眼 点 を 整 理 し 、 関 係 す る 実 施 機
関 に 伝 え て い る こ と か ら 、 引 き 続 き 実 施
し て い き た い 。

⑶ 不 適 正 事 案 に お け る 検 査 結 果 等 の （ 私 学 ・ 法 人 課 ）
公 表 に つ い て 検 討 結 果 に つ い て 、 重 大 事 案 に つ い て
個 別 及 び 全 体 の 検 査 等 結 果 の 公 表 は 公 表 の あ り 方 を 検 討 す る 。

に つ い て 、 検 査 等 の 効 率 性 、 実 効 性
及 び 統 一 性 の 観 点 か ら 、 公 表 基 準 を （ 消 防 保 安 課 ）
設 け る な ど し て 、 積 極 的 な 公 表 に つ 不 適 正 事 案 に お け る 個 別 及 び 全 体 の 検
い て 検 討 さ れ た い 。 （ 各 検 査 等 所 管 査 等 結 果 の 公 表 に つ い て は 、 全 国 で 統 一
課 ） 的 な 基 準 を 設 け る 必 要 が あ る こ と か ら 、

国 や 他 県 の 状 況 等 を 注 視 し な が ら 、 慎 重
に 検 討 し て 参 り た い 。

（ 消 費 生 活 課 ）
割 賦 販 売 法 、 消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 及

び 家 庭 用 品 品 質 表 示 法 の 不 適 正 事 案 は 法
律 上 、 県 の 報 告 に 基 づ き 国 が 対 応 す る こ
ととなる。特定商取引法の不適正事案は、
「 特 定 商 取 引 に 関 す る 法 律 の 規 定 に よ る
福 島 県 知 事 の 指 示 と 販 売 事 業 者 等 の 名 称
等 の 公 表 に 関 す る 要 領 」 に よ り 基 準 を 定
め 、 そ の 規 定 に 基 づ き 公 表 を 実 施 し て い
る 。

（ 福 祉 監 査 課 ）
行 政 処 分 し た 場 合 に は 、 法 人 名 、 サ ー

ビ ス 事 業 所 名 、 処 分 理 由 等 を ホ ー ム ペ ー
ジ 上 で 公 表 し て い る 。

（ 食 品 生 活 衛 生 課 ）
「 食 品 安 全 に 係 る 公 表 に 関 す る 取 扱 要

領 」 に 基 づ く 公 表 の ほ か 、 県 民 の 健 康 保
護 の 観 点 か ら 一 般 県 民 や 他 の 食 品 関 係 事
業 者 に 対 し て 有 益 と 思 わ れ る 情 報 等 に つ
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いて、立入検査や講習会等の機会及びホー
ム ペ ー ジ を 活 用 し た 情 報 提 供 の 実 施 に 努
め て い く 。

（ 商 工 総 務 課 ）
「 計 量 関 係 法 令 の 違 反 事 項 等 に 係 る 取

扱基準」により公表することとしている。

（ 経 営 金 融 課 ）
今 後 も 積 極 的 な 公 表 に 努 め る 。

（ 農 業 経 済 課 ）
「農林水産省協同組合等検査基本要綱」

に お い て 、 検 査 書 は 、 検 査 の 結 果 に 基 づ
く 指 摘 事 項 を 検 査 対 象 者 の 役 員 に 対 し て
示 す も の で あ り 、 内 容 を 漏 洩 し て は な ら
な い も の で あ る と さ れ て い る 。 さ ら に 、
不 適 正 事 案 の 件 数 が 少 な い た め 、 全 体 結
果 で あ っ て も 、 内 容 の 公 表 は 個 別 の 団 体
の 特 定 に 結 び つ く 。 し た が っ て 、 個 別 の
組 合 の 検 査 結 果 を 公 表 す る こ と は 考 え て
い な い 。
な お 、 事 案 発 生 団 体 を 含 む 対 象 団 体 等

で 構 成 す る グ ル ー プ 内 に お い て 、 必 要 に
応 じ 事 案 の 共 有 が 行 わ れ て い る 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ８ 号
平 成 2 8年 ３ 月 2 9日 監 査 公 表 第 1 1号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 2 2年 法 律 第 6 7号 ） 第 1 9 9条 第 1 2項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 公 安 委 員 長 か ら 次 の と お り 措
置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 2 8年 ８ 月 1 9日
福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 家 惣 一 郎

福公安（会）第１号
平 成 2 8年 ５ 月 2 3日

福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 公 安 委 員 長 渋 佐 克 之 □印
平 成 2 7年 度 行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 2 8年 ３ 月 1 8日 付 け 2 7福 監 第 2 9 9号 で 報 告 が あ り ま し た 平 成 2 7年 度 行 政 監 査 の 結 果 に
つ い て は 、 別 紙 の と お り 措 置 し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 1 9 9条 第 1 2項 の 規 定 に よ り 通 知
し ま す 。

（ 別 紙 ）
行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

１ 監 査 対 象
法 令 等 に 基 づ き 県 が 行 う 団 体 等 に 対 す る 検 査 等 に つ い て

２ 所 見 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

監 査 委 員 所 見 措 置 状 況

第 ３ 監 査 委 員 意 見
１ 検査等の実施要綱、検査基準、マニ ュ

�
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ア ル 等 の 整 備 に つ い て
⑶ 検 査 等 記 録 の 保 管 に つ い て （ 生 活 安 全 企 画 課 ）

「 警 備 業 法 立 入 検 査 」 及 び 「 火 薬 立入検査関係書類の保存期間について、
類 取 締 法 立 入 検 査 」 に お い て 、 検 査 次 回 立 入 時 ま で の 保 存 を 念 頭 に 置 き 、 文
等 の 有 効 性 及 び 統 一 性 の 観 点 か ら 、 書 保 存 期 間 の 見 直 し を 実 施 す る 。
文 書 保 存 期 間 及 び 文 書 廃 棄 時 期 の 見
直 し を 検 討 さ れ た い 。 （ 生 活 安 全 企
画 課 ）

３ 検 査 等 の 実 施 体 制 に つ い て
⑴ 検 査 等 に 係 る 人 員 確 保 に つ い て （ 生 活 安 全 企 画 課 ）

「 火 薬 類 取 締 法 保 安 検 査 」 、 「 家 火 薬 類 取 締 法 立 入 検 査 等 の 立 入 検 査 に
庭 用 品 品 質 表 示 法 立 入 検 査 」 、 「 消 つ い て は 原 則 と し て ２ 名 以 上 で 対 応 す る
費生活用製品安全法立入検査」、「食 よ う 実 施 要 領 等 を 改 定 し 、 各 所 属 へ の 指
品 営 業 施 設 監 視 」 、 「 認 可 外 保 育 施 示 を 徹 底 す る 。
設 指 導 監 督 」 及 び 「 火 薬 類 取 締 法 立
入 検 査 」 に お い て は 、 検 査 等 の 有 効
性 、 実 効 性 や 統 一 性 の 観 点 か ら 、 複
数 人 で の 検 査 実 施 体 制 の 確 保 に つ い
て指導されたい。（生活安全企画課）

⑶ 検 査 等 実 施 体 制 の 確 保 に つ い て （ 生 活 安 全 企 画 課 、 福 島 警 察 署 、 郡 山 警
検 査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 察 署 ）

性 の 観 点 か ら 、 部 局 等 や 検 査 等 を 担 該 当 せ ず 。
当 す る 実 施 機 関 全 体 と し て 、 実 施 方
法 の 見 直 し を 含 め 、 法 令 等 に 対 応 す
る 検 査 等 を 適 切 に 実 施 で き る 体 制 が
確 保 さ れ る よ う 検 討 さ れ た い 。 （ 各
検 査 等 所 管 課 ）

⑻ 検 査 等 に お け る 専 門 性 の 確 保 に つ （ 生 活 安 全 企 画 課 ）
い て 専 門 性 確 保 に つ い て は 、 既 存 す る 立 入
専 門 性 の 高 い 知 識 習 得 が 求 め ら れ り 要 領 の 充 実 、 見 直 し 等 を 実 施 す る と と

る 検 査 等 に お い て は 、 検 査 等 の 効 率 も に 指 導 教 養 を 実 施 し 、 検 査 体 制 の 強 化
性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の 観 点 か ら 、 を 図 る 。
更 な る 専 門 性 確 保 の た め の 研 修 等 の
充 実 や 公 認 会 計 士 等 専 門 的 人 材 の 導
入 等 に よ る 検 査 体 制 の 強 化 に つ い て
検 討 さ れ た い 。 （ 各 検 査 等 所 管 課 ）

４ 関 係 機 関 と の 連 携 に つ い て
⑵ 他 部 局 機 関 と の 連 携 に つ い て （ 生 活 安 全 企 画 課 ）

「火薬類取締法保安検査」及び「火 「 火 薬 類 取 締 法 立 入 検 査 」 に つ い て は
薬 類 取 締 法 立 入 検 査 」 に お い て は 、 現時点で県消防保安課と調整中で、連携・
検 査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 連 絡 体 制 の 構 築 を 図 っ て い る と こ ろ で あ
の 観 点 か ら 、 検 査 対 象 、 検 査 方 法 、 る が 、 警 察 署 に お い て は 、 必 ず 地 方 振 興
チ ェ ッ ク 項 目 の 調 整 等 を 行 う な ど 効 局 と 連 絡 を 取 り 、 日 程 調 整 の う え 合 同 で
果 的 な 連 携 に つ い て 検 討 さ れ た い 。 立 入 り を 進 め る よ う 立 入 り 実 施 要 領 等 に
（ 生 活 安 全 企 画 課 ） 明 記 す る 予 定 で あ る 。

ま た 、 チ ェ ッ ク 項 目 等 の 調 整 に つ い て
は 、 合 同 で 実 施 し た 際 の 実 施 者 意 見 等 を
踏 ま え 検 討 す る 。

５ 検 査 等 結 果 の 取 扱 い に つ い て
⑴ 検 査 等 結 果 の 記 録 に つ い て （ 生 活 安 全 企 画 課 、 福 島 警 察 署 、 郡 山 警

検 査 等 結 果 の 決 定 過 程 、 措 置 及 び 察 署 ）
改 善 状 況 の 確 認 記 録 等 に お い て 、 検 検 査 等 に お け る 記 録 に つ い て は 、 次 回
査 等 の 有 効 性 、 効 率 性 及 び 統 一 性 の 検 査 の 基 礎 資 料 と し て 役 立 て る た め 、 適
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観 点 か ら 、 適 切 な 管 理 及 び 整 備 に つ 切 な 管 理 及 び 整 備 に 努 め る よ う 指 導 を 徹
い て 徹 底 さ れ た い 。 （ 各 検 査 等 所 管 底 す る 。
課 、 各 検 査 等 実 施 機 関 ）

⑷ 検 査 等 結 果 の 他 の 実 施 機 関 へ の 周 （ 生 活 安 全 企 画 課 ）
知 に つ い て 問 題 の あ っ た 事 例 等 に つ い て は 、 教 養
検 査 等 結 果 の 具 体 的 事 例 の 周 知 に 資 料 等 を も っ て 他 署 へ 速 や か な 周 知 を 行

お い て 、 検 査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 う と と も に 、 全 体 的 な 実 施 結 果 に つ い て
び 統 一 性 の 観 点 か ら 、 適 時 適 切 な 周 は 、 周 知 に つ い て 検 討 す る 。
知 に つ い て 検 討 さ れ た い 。 （ 各 検 査
等 所 管 課 ）

⑸ 個 別 団 体 に 関 す る 検 査 等 結 果 の 公 （ 生 活 安 全 企 画 課 ）
表 に つ い て 県 民 へ の 安 全 ・ 安 心 の 確 保 に 資 す る 検
検 査 等 結 果 の 公 表 に つ い て は 、 検 査 実 施 状 況 等 に つ い て は 、 必 要 性 と と も

査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の に 他 県 警 察 等 の 状 況 を 踏 ま え 、 公 表 に つ
観 点 か ら 、 公 表 基 準 を 設 け る な ど 、 い て 検 討 し て い く 。
積極的な公表について検討されたい 。
（ 各 検 査 等 所 管 課 ）

６ 問 題 が あ っ た 際 の 随 時 の 検 査 等 の 対
応 に つ い て
⑴ 問 題 の あ っ た 際 の 随 時 の 検 査 等 の （ 生 活 安 全 企 画 課 ）
対 応 に つ い て 随 時 検 査 等 を 実 施 す る に 当 た っ て は 、
臨 時 検 査 等 の 対 応 に つ い て 、 検 査 具 体 的 に は 規 定 し て お ら ず 、 個 別 的 に 判

等 の 有 効 性 、 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 断 し て 対 応 し て い る 状 況 で あ る が 、 立 入
一 性 の 観 点 か ら 、 検 査 実 施 に 係 る 実 り 実 施 要 領 等 の 見 直 し を 図 る 。
務的なマニュアル等を策定するなど 、
適 時 適 切 な 対 応 が で き る よ う 検 討 さ
れ た い 。 （ 各 検 査 等 所 管 課 ）

⑵ 不 適 正 事 案 に お け る 検 査 結 果 等 の （ 生 活 安 全 企 画 課 ）
実 施 機 関 へ の 周 知 に つ い て 不 適 正 事 案 に お け る 検 査 等 結 果 に つ い
不 適 正 事 案 に お け る 検 査 等 結 果 の て は 、 警 察 署 へ の 周 知 を 図 り 、 情 報 の 共

具 体 的 事 例 の 周 知 に お い て 、 検 査 等 有 を 図 る よ う 検 討 す る 。
の 効 率 性 、 実 効 性 及 び 統 一 性 の 観 点
か ら 、 適 時 適 切 に 周 知 さ れ る よ う 検
討 さ れ た い 。 （ 各 検 査 等 所 管 課 ）

⑶ 不 適 正 事 案 に お け る 検 査 結 果 等 の （ 生 活 安 全 企 画 課 ）
公 表 に つ い て 不 適 正 事 案 に お け る 個 別 及 び 全 体 の 検
個 別 及 び 全 体 の 検 査 等 結 果 の 公 表 査 等 結 果 の 公 表 に つ い て は 、 公 表 の 必 要

に つ い て 、 検 査 等 の 効 率 性 、 実 効 性 性 、 公 益 性 等 を 勘 案 す る と と も に 他 県 警
及 び 統 一 性 の 観 点 か ら 、 公 表 基 準 を 察 の 状 況 等 を 踏 ま え 検 討 す る 。
設 け る な ど し て 、 積 極 的 な 公 表 に つ
い て 検 討 さ れ た い 。 （ 各 検 査 等 所 管
課 ）

（ 監 査 総 務 課 ）


